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１ 趣旨 

本仕様書は、「東郷町立兵庫児童館」（以下「児童館」という。）の指定管理者を募集及び

選定するに当たって、児童館の管理運営に関して、指定管理者が行う業務の詳細を定める

ものである。 

 

２ 管理施設の概要 

⑴ 名 称：兵庫児童館 

⑵ 所 在 地：東郷町兵庫三丁目１番地 

⑶ 開所年月日：平成19年４月１日 

⑷ 構 造：鉄筋コンクリート造１階建 

⑸ 敷 地 面 積：1,291.13㎡ 

⑹ 建 築 面 積：648.95㎡ 

⑺ 延べ床面積：462.88㎡ 

⑻ 施 設：学童保育室、遊戯室、図書室、工作集会室、事務室、静養室等 

 

３ 管理運営に関する基本的な考え方 

児童館を管理運営するに当たり、次の項目に沿って行うこと。 

⑴ 利用者の平等な利用を確保すること。 

⑵ 施設の目的を実現させる管理運営を実施すること。 

 ⑶ 施設の安定的な管理運営を実施すること。 

⑷ 効率的、弾力的な運営に努め、管理経費の縮減に努めること。 

⑸ 利用者の安全を第一とし、事件、事故、災害緊急時には適切に対応すること。 

⑹ 指定管理者は、児童館の施設管理を行うとともに、児童健全育成の事業者として児童

館事業及び放課後児童クラブを実施する。 

⑺ 児童館事業と放課後児童クラブとが調整を図りながら円滑な施設管理運営を行う。 

⑻ 町及び小学校を始めとする関係機関との円滑な連携を図る。 

⑼ 利用者にとって快適な施設の環境づくり及び施設の利用促進を目指すとともに、日常

又は定期的に施設に必要な保守点検業務等を行うことにより最良な状態を維持し、安全

の確保に努める。 

⑽ 他の町立児童館と同水準以上の運営を行うこと。 

 

４ 法令等の遵守 

 児童館の管理運営に当たっては、本仕様書のほか、次の各号に掲げる法令等を遵守する 

こと。 

⑴ 地方自治法（昭和 22年法律第 67号） 

⑵ 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号） 
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⑶ 児童福祉法（昭和 22年法律第 164号） 

⑷ 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和 23年厚生省令 63号） 

⑸ こども基本法（令和４年法律第 77号） 

⑹ 児童館ガイドライン（平成 30年厚生労働省策定） 

⑺ 東郷町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例（平成 15年条例第 17号） 

⑻ 東郷町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する規則（平成 15年規則第 21号） 

⑼ 東郷町児童館の設置及び管理に関する条例（昭和 61年条例第９号） 

⑽ 東郷町児童館の設置及び管理に関する規則（昭和 56年規則第３号） 

⑾ 東郷町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成 26年

条例第 17号） 

⑿ 個人情報の保護に関する法律（平成 15年法律第 57号） 

⒀ 東郷町個人情報保護法施行条例（令和４年条例第 20号） 

⒁ 東郷町個人情報の保護に関する法律等施行規則（令和５年規則第 20号） 

⒂ 東郷町情報公開条例（平成 11年条例第 21号） 

⒃ 東郷町情報公開規則（平成 12年条例第 10号） 

⒄ 東郷町子ども条例（平成 26年条例第 12号） 

⒅ その他、施設の管理運営に適用される法令、条例、規則等その他、施設の管理運営に 

適用される法令、条例、規則等 

指定期間中、上記法令等の改正があった場合又は施設の管理運営に新たに適用される

法令等が制定された場合、児童館の管理運営に当たっては、改正された法令等又は新た

に制定された法令等を遵守しなければならない。 

  

５ 開館時間及び休館日等 

⑴ 開館時間 

児童館 

３月から９月まで 午前９時 30分から午後５時 30分まで 

※土曜日は午前９時 30分から午後５時まで 

10月から２月まで 午前９時 30分から午後５時まで 

放 課 後 児

童クラブ 

月曜日から金曜日まで 下校時刻から午後７時まで 

学校長期休業期間 午前７時 30分から午後７時まで 

⑵ 児童館の休館日 

ア 日曜日 

イ 国民の祝日に関する法律（昭和 23年法律第 178号）に規定する休日 

ウ 年末年始（12月 29日から翌年の１月３日までの日） 

エ 上記のほか町長が必要と認める日 

⑶ 放課後児童クラブ休所日 

  ア 土曜日及び日曜日 
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    ただし、学校行事（運動会や学習発表会）の実施日は土曜日に開所することがあり

ます。 

イ 国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日 

ウ 年末年始（12月29日から翌年１月３日まで） 

 

６ 業務内容 

⑴ 児童館事業 

ア 健全な遊びを通して、児童の集団及び個別指導を行うこと。 

イ 中学生、高校生等の年長児童の自主的な活動に対する支援を行うこと。 

また、地域の諸団体、福祉施設、学校、企業等との連携を深め、児童の社会参加活動

への理解、協力等の支援を得ること。 

ウ 運動に親しむ習慣を形成すること。 

また、体力増進指導を通して社会性を伸ばし、心と身体の健康づくりを図ること。 

エ 学習や運動、遊びなど、子どもたちの様々な学びや興味関心を引き出し、発想力、創

造力等を伸ばす取組を行うこと。 

オ 子育てに対して不安や悩みを抱える保護者等からの相談に応じるなど、子育て家庭

の支援を行うこと。 

カ その他、地域の児童健全育成に必要な活動を行うこと。 

⑵ 放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ） 

 ア 児童福祉法第６条の２第２号に規定する放課後児童健全育成事業（放課後児童クラ

ブ）を実施すること。 

 イ 子どもたちの様々な学びや興味関心を引き出し、発想力、創造力等を伸ばす取組を

行うこと。 

⑶ 施設及び設備の維持管理に関すること。 

ア 施設及び設備の保守点検に関すること。 

イ 施設及び設備の補修に関すること。 

ウ 施設及び設備の清掃に関すること。 

エ 施設の警備に関すること。 

⑷ その他管理運営に関し必要なこと。 

ア 必要な許認可等の取得に関すること。 

イ 監督官庁への届出業務に関すること。 

ウ 東郷町情報公開条例に基づく情報公開に関すること。 

エ 町、関係団体等との連絡調整に関すること。 

オ 指定管理期間前の引継ぎに関すること。 

カ 指定管理期間終了にあたっての引継ぎに関すること。 

キ 必要な研修の実施に関すること。 
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ク 町の児童館会議（定例会）等への出席に関すること。 

ケ 苦情、要望等の対処、報告に関すること。 

コ モニタリングの計画、実施、報告に関すること。 

 ⑸ 自主事業 

施設の設置目的に合致し、かつ、子どもたちの発想力、創造力を伸ばすような自主事業

の実施に関すること。 

 

７ 施設賠償責任保険等への加入 

⑴ 来館者の傷害保険に関すること。 

⑵ 児童館の賠償責任保険に関すること。 

 

８ 利用者の安全確保 

利用者の安全対策、監視体制等について、各種マニュアルを作成し、従業員を指導し、万

一に備えて従業員を訓練すること。 

 

９ 管理運営規程の作成 

指定管理者は、あらかじめ町と協議の上、児童館の管理運営に必要な規程を定めること。 

 

10 個人情報の保護 

⑴ 施設の管理運営において知り得た秘密について、漏洩しないこと。 

 ⑵ 個人情報保護の徹底を図ること。 

⑶ 東郷町個人情報保護法施行条例を遵守するとともに、個人情報保護の重要性について

従業員に周知徹底し、万一漏洩等した場合の対策を講じること。 

 

11 情報公開 

指定管理者は、その管理の業務を行うに当たり保有することとなる情報のうち、個人情

報以外のものについては、積極的に公開に努めるものとする。 

また、当該業務を行うに当たり保有する情報について、町から提供を求められたときは、

これに応じなければならない。 

 

12 書類の提出 

 ⑴ 毎年度当初に事業計画書を町に提出すること。 

⑵ 毎月終了後、業務実績報告書を町に提出すること。 

⑶ 年度終了後に事業報告書等、町が指定した書類等を提出すること。 

⑷ 各種統計資料の作成に関すること。 

⑸ その他、町が必要とする書類を提出すること。 
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13 職員体制 

⑴ 職員配置 

児童福祉施設最低基準（昭和 23年厚生省令第 63号）第 38条に規定する児童の遊びを

指導する者（以下「児童厚生員」という。）を満たし、指導経験豊かな者を配置すること。 

⑵ 勤務体制 

管理体制については、以下のとおりに指定管理料に見込むものとする。 

ただし、支援単位の変更がある時は、年度協定で指定管理料を見直すこととする。 

区 分 
人 数 

勤務形態（職種） 
児童館 放課後児童クラブ 

館長（※１） 
１名 ― 

常勤（児童の遊びを

指導する者兼務可） 

児童の遊びを指導

する者 

（児童厚生員） 

２名以上 ― 

常勤を１名以上配置

すること 

放課後児童支援員

（※２） 

 支援の単位毎に２人以上配

置（うち１人を除き、補助員

の代替可） 

【３支援単位：定員98人】 

非常勤可 

（※１）常勤とは、勤務時間が週30時間以上かつ勤務日数が週５日以上とする。 

常勤のほか、業務遂行に必要な従業員を置く場合においても、児童の遊びを 

指導する者（児童厚生員）となる資格を有する者を配置するよう努めること。 

（※２）教員、保育士、社会福祉士等の資格を有する者であって、都道府県知事又は指

定都市の長が行う放課後児童支援員認定資格研修を修了した者 

⑶ 従業員の雇用等 

ア 管理運営に係る全従業員（臨時従業員を含む）の勤務形態等については、労働基準

法働基準法(昭和 22年法律第 49号)、労働安全衛生法、その他労働関係法令を遵守し、

厚生労働省令基準に支障のないように配置すること。 

イ 全ての業務に支障のないよう従業員を配置し、従業員に対して、施設の管理運営に

必要な研修を実施すること。 

ウ 人材の確保に当たっては、地元雇用を積極的に推進すること。 

 

14 管理の業務の一括委託の禁止 

管理の業務を第三者に委託し、又は請負わせることはできない。ただし、その一部につ

いて、あらかじめ町と協議の上、町が認めた場合はこの限りではない。 
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15 許認可の取得 

児童館の管理運営の実施に際しては、必要な官公署の免許、許可、認可等を受けるもの

とする。 

 

16 リスク分担 

児童館の管理運営に関する基本的なリスク分担は、別紙「リスク分担表」のとおりとす

る。 

 

17 備品等の所有権及び貸与並びに修繕 

⑴ 指定管理者に貸し付ける備品・消耗品については、町の所有とし、町が無償で貸し付

けるものとする。 

⑵ 指定管理者は、１件10万円（地方消費税等を含む）以下の備品・消耗品については、指

定管理料の範囲で購入し、町の所有とする。 

また、１件10万円（地方消費税等を含む）を超える場合は町と協議し、町が購入する。 

⑶ 指定管理者が、自ら購入、搬入した備品・消耗品については、指定管理者の所有とす

る。 

⑷ 指定管理者は、町が所有する備品・消耗品についての使用及び保管は、東郷町財産管

理規則の規定に基づき適正に行うこと。 

⑸ 修繕については、実施する前に町と協議し、１件30万円（地方消費税等を含む）以下の

場合は指定管理者が、１件30万円（地方消費税等を含む）を越える場合は町が実施する。 

⑹ 上記以外については、別途協定書で定める。 

 

18 利用者ニーズの反映 

指定管理者は、児童館で提供するサービスの評価に関するアンケートを作成し、これを

児童館内にアンケート回収箱と共に日常的に設置し、利用者の意見等を収集すること。 

指定管理者は、回収された意見等について、これをとりまとめ、業務の月報と共に毎月

町に提出すること。 

 

19 区分会計の独立 

指定管理者は、本業務に関し独立した会計帳簿類及び経理規程を設けるとともに、自身

の団体等の会計から区別し経理すること。 

予算の執行に当たっては、事業計画書及び収支予算書に基づき適正に執行すること。 

 

20 関係団体への加盟等 

  愛知県児童館連絡協議会（以下「県児連」という。）の会員となるものとする。 

  また、県児連が主催する各種研修等には、予算の範囲内で積極的に参加するものとする。 
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  なお、県児連の役員等の選出の際は、積極的に関与するものとする。 

21 その他 

⑴ 立入検査 

町は、必要に応じ、施設の維持管理、管理運営、経理の状況等に関し、指定管理者に説

明を求め、又は施設内において施設の維持管理状況、管理運営状況、経理の状況等につい

て立入検査を実施する。指定管理者は、合理的な理由無く、これを拒否することができな

い。 

⑵ 監査 

東郷町監査委員等が町の事務を監査するに当たり、必要に応じ、指定管理者に対して、

実地検査及び必要な記録の提出を求める場合がある。指定管理者は、合理的な理由無く、

これを拒否することができない。 

⑶ 協議 

本業務の内容及び処理については、協定、本仕様書及び募集要項の規定によるが、疑義

が生じた場合は、町と指定管理者の協議の上決定するものとする。  
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別紙【リスク分担表】 

項目 内容 町 
指定 

管理者 

指定管理（管理

主体）への円滑

な移行（引継

ぎ） 

指定管理者の責めに帰すべき事由により円滑な移行が

できない場合 
 ○ 

上記以外の場合 ○  

法令等の変更 本事業に直接関係する法令等の変更 ○  

計画変更 
町が策定する計画等の変更に関係する業務内容の変更

に伴う経費の増 
○  

事業の中断・中

止等 

町の判断又は町の責めに帰すべき事由による場合（施

設の瑕疵・施設改修等） 
○  

指定管理者の責めに帰すべき事由による場合（事業放

棄・破綻等による指定取消しまたは業務の停止） 
 ○ 

大規模な災害等による事業中止 協議事項 

不可抗力 天災、暴動等による履行不能 ○  

性能不適合 協定により定めた要求水準に不適合  ○ 

利用者、第三者

等への賠償 

指定管理者の責めに帰すべき事由による場合  ○ 

上記以外の場合 ○  

維持修理 

指定管理者の責めに帰すべき事由による場合  ○ 

上記以外の場合 ○  

施設・設備の保守点検（法定点検、日常メンテナンス）  ○ 

自動火災報知設備及び消防設備の保守点検  ○ 

警報装置設置  ○ 

事故・火災による施設・設備の維持点検 協議事項 

天災その他不可抗力による施設躯体・設備の修理 ○  

経年劣化による施設・設備の補修修繕（１件30万円以

下） 
 ○ 

経年劣化による施設・設備の補修修繕（１件30万円超

え） 
○  

法令の改正により必要となった施設躯体・設備の維持

補修 
○  

物価等の上昇 物価・金利変動に伴う経費の増 協議事項 

 


